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出典：裁判所ホームページ（https://www.courts.go.jp）の裁判例情報をもとに作成 
事件番号 昭和 41(オ)830 原審裁判所名 広島高等裁判所 
事件名 家屋保存登記無効確認並びに保存

登記抹消請求 
原審事件番号 昭和 33(ネ)38 

裁判年月日 昭和 44年 11月 20日 原審裁判年月日 昭和 41年 4月 22日 
法廷名 最高裁判所第一小法廷   
裁判種別 判決   
結果 破棄差戻   
判例集等 集民 第 97号 409頁   

 
判示事項 無効な二重保存登記を基礎として設定登記がされている抵当権の実行と有効な

保存登記を基礎として設定登記がされている抵当権の帰すう 
裁判要旨 無効な二重保存登記を基礎として設定登記がされている抵当権について競売手

続がされても、これに基づく競落はその効力を生ぜず、これによつて有効な保
存登記を基礎として設定登記がされている抵当権が当然消滅するいわれはな
い。 

 
全 文 

   主    文 
原判決を破棄する。 
本件を広島高等裁判所に差し戻す。 

理    由 
上告代理人吉原歓吉、同秋山知也、同上野登子の上告理由について。 
原判決は、訴外Ｄ名義の本件建物の所有権保存登記は真実の所有者によつてなされたもの

として有効であり、その後控訴会社（被上告会社）名義でなされた所有権保存登記はいわゆる
二重保存登記として無効であること、被控訴会社（上告会社）は、右Ｄ名義で所有権保存登記
のなされた本件建物に対し、抵当権設定登記を受け、一方訴外Ｅ信用保証協会は、控訴会社と
の間で、本件建物に対する根抵当権設定契約を締結したうえ、右控訴会社名義の第二の保存登
記を基礎として右根抵当権設定登記を受けたこと、および同協会は右根抵当権の実行をした
結果、控訴人（被上告人）Ｂが本件建物を競落し、同人のため競落による所有権取得登記がな
されたことを確定したうえ、「右抵当権の設定登記が無効な所有権保存登記に基きなされてい
ても、該抵当権の実行は有効であり、控訴人（被上告人）Ｂは競落により本件建物の所有権を
取得するにいたつたものである。したがつて、該建物の上に存する抵当権はＢの右競落により
消滅すべきことは、競売法二条二項の規定により明らかである。」とし、さらに「右競売手続
において、競売申立人である前記信用保証協会により先順位にある被控訴人（上告人）に対し
競落代金の交付をなすべきにかかわらず、これがなされなかつたとしても、それは抵当権者相
互の間で解決さるべきことであつて、これがため前記抵当権の消滅に影響を与えるものでは
ない。」と判示している。 
しかしながら、本件のごとく、ある不動産について二重に保存登記がされており、その各登

記簿に別個の抵当権設定登記がある場合において、無効の保存登記を基礎-1-として登記され
ている抵当権が実行されたときは、その競売手続に基づく競落はその効力を生ぜず、これによ
つて有効な保存登記を基礎として登記されている抵当権が当然消滅するいわれはないといわ
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なければならない。しかるに、原判決は、原審に提出されたＤ所有名義の登記簿謄本（甲第九
号証）によれば、右登記簿には抵当権の実行に関して何らの記入もなされていないことが明ら
かであるにもかかわらず、本件において、いかにして競売手続が進行されたか、またいかなる
理由で上告人の抵当権が消滅したかについて充分に説示することなく、漫然と右競売手続に
基づく競落により上告人の抵当権が消滅したと断じているのである。したがつて、原審は、こ
の点において、抵当権およびその実行手続に関する法令の解釈適用を誤り、ひいて理由不備の
違法を犯したものというべく、右違法は、原判決の結論に影響を及ぼすこと明らかであるか
ら、論旨はこの点において理由があり、原判決は破棄を免れない。そして、この点について、
さらに審理をするため、本件を原審に差し戻すのを相当とする。 
よつて、民訴法四〇七条にしたがい、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 

（裁判長裁判官 入江俊郎 裁判官 長部謹吾 裁判官 松田二郎 裁判官 岩田誠 裁判
官 大隅健一郎） 

 

 
※参考：判例時報 581号 38頁、金融商事判例 204号 10頁、取引の紛争と裁判例〈増補版〉 
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